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○三鷹市特別文教・研究地区内における建築制限に関する条例 

平成16年３月30日 

条例第７号 

改正 平成17年12月22日条例第35号 

平成19年12月17日条例第27号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第

49条第１項の規定に基づき、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第

２号に規定する特別用途地区として指定する特別文教・研究地区内における建築

物の建築制限に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 

(2) 併設用途 次条に規定する特別文教・研究地区内において、文教・研究等の

利便を増進するため、建築又は用途の変更をする建築物に併設する用途として、

別表第１に定める用途をいう。 

(3) 延べ面積 法第52条第１項に規定する建築物の容積率の算定基礎となる延

べ面積をいう。 

(4) 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた

部分の水平投影面積をいう。 

（特別文教・研究地区の区域の指定） 

第３条 特別文教・研究地区の区域は、市長が別に指定する。 

（併設用途を有しない建築物の制限） 

第４条 特別文教・研究地区内においては、併設用途に供する部分を有しない建築

物の建築又は併設用途に供する部分を有しない建築物への用途の変更はしてはな

らない。 
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２ 特別文教・研究地区内において建築物の建築又は用途の変更をする場合は、併

設用途に供する部分の床面積の合計は、当該建築物の延べ面積から当該建築物の

敷地面積に別表第２に掲げる割合を乗じて得た面積を減じた面積の２分の１に相

当する面積を下回ってはならない。この場合において、併設用途に供する部分の

床面積には、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第１項第４号及び

同条第３項の規定により延べ面積に算入しない部分の床面積は含まないものとす

る。 

３ 前２項の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。 

(1) 法第52条第１項に規定する容積率が、別表第２に掲げる割合以下である建築

物 

(2) 併設用途に供する部分以外の部分の全部又は一部が地域住民の生活の利便

の増進に寄与し、かつ、地区の居住環境を害するおそれがないと市長が認める

建築物。ただし、当該部分及び併設用途に供する部分の床面積の合計が、前項

の規定により算定される面積以上であるものに限る。 

(3) 併設用途に供する部分を有しないことが、公益上やむを得ないと市長が認め

る建築物 

（建築物の敷地が特別文教・研究地区の内外にわたる場合の措置） 

第５条 建築物の敷地が特別文教・研究地区の内外にわたる場合において、当該敷

地の過半が特別文教・研究地区に属するときは、当該建築物又は当該敷地の全部

について、この条例の規定を適用する。 

（維持保全） 

第６条 第４条の規定に適合している建築物の所有者、管理者又は占有者（以下「所

有者等」という。）は、当該建築物の用途を適法な状態に維持しなければならな

い。 

２ 市長は、所有者等に対して、建築物の用途の状況に関する報告を求めることが

できる。 

（罰則） 
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第７条 第４条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主又は所有者等は、

50万円以下の罰金に処する。 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その

法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。 

（一部改正〔平成17年条例35号〕） 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、特別文教・研究地区に係る都市計画決定の告示の日から施行する。 

〔告示 平成16年６月24日三鷹市告示第178号〕 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

２ 第３条に規定する特別文教・研究地区を指定した日（以下「基準日」という。）

において現に存する建築物（現に建築工事中の建築物を含む。以下同じ。）で、

第４条の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、次に掲げ

る要件の範囲内において、増築、改築又は用途の変更をすることができる。 

(1) 増築又は改築が、基準日における敷地内におけるものであること。 

(2) 増築、改築又は用途の変更後における併設用途以外の部分の床面積の合計が、

基準日における併設用途以外の部分の床面積の合計を超えないこと。 

(3) 増築、改築又は用途の変更後における併設用途に供する部分の床面積の合計

が、基準日における併設用途に供する部分の床面積の合計を下回らないこと。 

（併設用途を有しない建築物の制限の特例） 

３ 基準日において現に存する建築物で第４条の規定に適合しないものについて、

基準日後に建替え（現に存する建築物を除却し、同一敷地内に建築物を新築する

ことをいう。以下同じ。）をする場合において、建替え後の建築物の床面積の合

計が基準日における建築物の床面積の合計を超えないもので、市長がやむを得な
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いと認めるときは、同条の規定は適用しない。 

附 則（平成17年12月22日条例第35号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年12月17日条例第27号）抄 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

（一部改正〔平成19年条例27号〕） 

特別文教・研究地区（第一種中高層住居専用地域の一部）併設用途 

用途 内容 

公共施設・

病院・学校

等 

学校 学校（大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、

学生寮及び教職員住宅を含む。）その他これに類す

るもの 

図書館等 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 

公益上必要な施設 税務署、警察署、保健所、消防署、地方公共団体の

支庁又は支所の用に供する建築物、電気通信事業法

（昭和59年法律第86号）に定める第一種電気通信事

業者がその事業の用に供する施設で国土交通大臣

が指定するものその他これらに類するもの 

病院・診療所 病院、診療所その他これらに類するもの 

福祉施設 児童福祉施設、助産所、身体障害者更生援護施設（補

装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除

く。）、精神障害者社会復帰施設、保護施設（医療

保護施設を除く。）、婦人保護施設、知的障害者援

護施設、老人福祉施設、老人ホーム、介護保険施設

その他これらに類するもの 

事務所 学習塾等 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する
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もの 

その他 その他特に市長が必要と認めるもの 

※住宅の附属施設として設置するものを除く。 

別表第２（第４条関係） 

特別文教・研究地区併設用途算定基準 

区分 割合 

特別文教・研究地区 10分の16 

 


